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事務事業マネジメントシート

★事務事業の概要（ＰＬＡＮ）

【事業の内容】

【業務の流れ】

【主な予算費目】

【意見や要望】

１　現状把握の部（ＤＯ、ＰＬＡＮ）
(1)事務事業の目的と指標

①手段(主な活動)

① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)

⇒
ア

イ

(単位)

②対象(誰、何を対象にしているのか) ＊人や自然資源等

③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)

(単位)

(単位)

ア

イ

ア

イ

⇒

⇒

②対象指標(対象の大きさを表す指標)

③成果指標(意図の達成度を表す指標)

(2)各指標･総事業費

の推移

ア

イ

ア

イ

ア

イ

① 活動指標

② 対象指標

③ 成果指標

単位
実績(決算) 実績(決算)目標(当初予算)実績(決算) 予定 見込目標(当初予算)

投

事
財

国庫支出金

都道府県支出金

地方債

その他

繰入金

一般財源

源
内

訳業

費 （Ａ）事業費計

(A)のうち指定経費

(A)のうち時間外､特勤

入

量

人

件
費

トータルコスト(A)＋(B)

正規職員従事人数

延べ業務時間

(B)人件費計

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

人

時間

総トータルコスト

ﾏﾆﾌｪｽﾄ
関連

全庁横断
課題関連

集中改革
ﾌﾟﾗﾝ関連

（開始年度　　　　　　年度）
（　　　　　～　　　　年度）

市志合

新規・拡充区分

予算の主な増減の理由

法令

見込

全体計画

 2年度

2,452

207

8,769

2,452

139

12,047

3,897

21,657

37,601

0

0

16

2,341

9,230

46,831

 3年度

2,310

211

8,818

2,310

133

12,270

3,682

25,214

41,166

181

181

9

1,834

7,170

48,336

 4年度

2,640

200

8,000

2,640

120

18,000

11,136

75,852

104,988

0

0

6

1,800

7,171

112,159

 4年度

2,416

216

8,681

2,416

140

0

0

0

6

1,150

4,376

4,376

 5年度

2,500

210

8,500

2,500

140

9,000

5,647

37,359

52,006

0

0

6

1,800

7,171

59,177

 6年度

2,500

210

8,500

2,500

140

18,000

11,136

75,852

104,988

0

0

6

1,800

7,171

112,159

 7年度

2,500

210

8,500

2,500

140

18,000

11,136

75,852

104,988

0

0

6

1,800

7,171

112,159

 8年度

2,500

210

8,500

2,500

140

18,000

11,136

75,852

104,988

0

0

0

1,800

0

104,988

(令和 4年度実績と令和 5年度計画) 令 和  5 年  7 月  3 日 更 新

特定健康診査等事業

   2 福祉の健康 健康福祉部 緒方　寿雄

   5 健康づくりの推進 保険年金課 中山　あや

  19 病気にならない生活習慣の確立 保険年金班 1174

高齢者医療の確保に関する法律

国保   6   2   1    11249 他
単年度のみ 単年度繰返 18

 4年度で終了  4年度から開始
期間限定複数年度

・平成２０年４月１日から、年度年齢４０～７４歳の合志市国保に加入している市民を対象に実施。
・平成３１年度から特定健康診査の受診率向上と、利便性向上のため個別健診医療機関を追加し、現在１９医療機関となっている。また、人間ドックは、１０医療機関で受診できる。
・特定保健指導は、養生園保健センター他７受診機関に委託している。
・重症化予防のため、受診後の健診結果発送に合わせ健診結果説明会を行なっている。
・国は受診率、保健指導実施率ともに６０％を目標としている。
【未受診者対策】
・４０歳と年度で初めて国民健康保険へ加入した方（4.1取得）へ無料クーポン券の配布。（以後、未受診者へ再勧奨）
・がん複合検診時の受診勧奨。
・生活習慣病治療中の方へのみなし健診勧奨
・特定健診に運動・栄養指導等を付加したプレミアム健診の実施
・特定健診の申し込みがない方へ訪問勧奨を実施
・特定健診の申し込みがない方をセグメントごとに分析し、対象者に応じた勧奨はがきの郵送を実施

健診機関と打ち合わせ②契約事務　③広報での周知、対象者個別通知郵送　③健診結果から対象者を選定し、特定保健指導
を実施（事後の相談、訪問、各種教室の実施）④未受診者への訪問や電話・通知による受診勧奨　④事業実績報告　⑤国・
県への事業負担金申請

国民健康保険特別会計：需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

・「健診で糖尿病等の疾病を早期に発見できて良かった」と言う声があった。
・「特定健診で積極的支援対象と判定された。その後、保健指導や運動教室を受講し、運動習慣が身につき体重、腹囲が減少し、体
調がよくなった」と言う声があった。
・「特定保健指導を受け、今までなかなか生活改善をできないでいたが、訪問指導を受け頑張ってみた。10ｋｇの減量に成功できと
ても感謝しています」と窓口まで報告に来られた。
・「普段から病院に定期受診してる。検査もたくさんしているので、この通知を送らないでほしい。」「病院の医師からも受けなく
ていいと言われた。」と言う方もいた。

 4年度実績( 4年度に行った主な活動) (DO)  5年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)

40歳から74歳の被保険者を対象とした特定健康診査・保健指導を実施した
。
また、未受診者対策として、訪問、電話、通知による個別勧奨、特典品の
贈呈を行った。

個別健診機関と『かかりつけ患者』の特定健診検査項目の診療情報
提供について協議し、医療での定期検査のデータを健診及び特定保
健指導データとして活かしていく体制づくりを行う。

効果検証の結果、未受診者対策の訪問勧奨を、通知と電話による勧
奨へ移行することによる委託料の減

受診者数 人

特定保健指導実施者数 人

４０歳から７４歳の合志市国保加入している市民 ４０歳から７４歳の合志市国保加入者数（4/1時点） 人

健康的な生活習慣を身につける・病気を早期発見、早期治療し、重症化の
予防に努める。

特定健康診査受診者数 人

特定保健指導の終了者数 人

＊③成果指標設定の理由と 5年度目標値設定の根拠
・健康診査等の受診率を上げることによって、病気の早期発見に繋げる。

～　　年度
0

人

人

人

人

人



事務事業名 所属部 所属課

２　評価の部（ＣＨＥＣＫ）

目
標
達
成
度
評
価

有
効
性
評
価

効
率
性
評
価

公
平
性
評
価

役
割
分
担
評
価

③成果の向上余地

④類似事業との統廃合・連携の可
能性

⑤事業費の削減余地

⑥人件費（延べ業務時間）の削減
余地

⑦受益機会・費用負担の適正化余
地

⑧行政の役割分担の適正化

３　評価結果の総括（ＣＨＥＣＫ）　

４　今後の方向性（事務事業担当課案）（ＡＣＴＩＯＮ）
（1）今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可

（3）改革、改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

（2）改革・改善による期待成果

コスト

削減 維持 増加

向上

維持

低下

成
果

市志合

（廃止・休止の場合は記入不要）

（具体的な手段、事務事業）

特定健康診査等事業 健康福祉部 保険年金課

＊原則は 4年度の事後評価、ただし複数年度事業は 4年度実績を踏まえての途中評価

達成した 達成しなかった　 ⇒【原因

新型コロナウイルス感染拡大に伴う受診控えもあったが、未受診者対策など他のさらな
る手段を検討する必要がある。① 4年度目標達成度評価

目標達成見込みあり⇒【理由】 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】

早期に未受診者対策に取り組むことで達成できる。
② 5年度目標達成見込み

向上余地がある　　⇒【理由】 向上余地がない　 ⇒【理由

特定健診受診率の向上については、健診機関との更なる連携に努め、保健指導率の向上
については、訪問指導者の資質向上に努めていく。

他に手段がある 他に手段がない　 ⇒【理由

統廃合・連携ができる　 ⇒【理由】
統廃合・連携ができない ⇒【理由】

特定健診・特定保健指導は各医療保険者に義務付けられており、保険者が被保険者に対
して実施しなければならない。

削減余地がある　　⇒【理由】 削減余地がない　 ⇒【理由

受診者が多くなれば事業費は膨らむが、健康に留意する人が増えれば医療費抑制につな
がる。

削減余地がある　　⇒【理由】 削減余地がない　 ⇒【理由

受診率等の向上を図る上で、健診機関との連絡調整は密に行なう必要があり削減できない。
また、特定保健指導の必要な受診者の増加が考えられるので、市において専門職を雇用する
ことで、電話や訪問などいつでも相談できる体制を整え、きめ細かい保健指導が実施できる
。

見直し余地がある　⇒【理由】 公平・公正である ⇒【理由

健診料金の概ね３割程度を個人負担金として算定しているが、個人負担金を上げると受
診者数が減少する可能性がある。
人間ドックへの助成額上限25,000円、特定健診約8,000円。

見直し余地がある　⇒【理由】 役割分担は適正である ⇒【理由】

特定健診・特定保健指導の実施は医療保険者の義務である。

受診していない対象者に対して、早期に健診の勧奨ができるよう、新たな勧奨方法の検討が必要である。

廃止 休止 目的再設定 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）

事業のやり方改善（効率性改善） 事業のやり方改善（公平性改善）
現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

特定健診の受診率が低いため改善策を実施する。 ○

未受診者対策については毎年異なる事業を追加しているが、なかなか受診者数が増えない。新たな勧奨を検討する。R5年度
は県下統一のみなし健診が始まるので受診率向上が期待できる。


